
病院名 医療法⼈ 祐⾥会 姉川病院
所在地 〒854-0031 ⻑崎県諫早市⼩野島町2378番地2

電話番号 0957-24-3180
FAX番号 0957-24-3991
代表者 理事⻑ 姉川 和⽣  病院⻑ 姉川 朋⾏

設⽴年⽉⽇ 昭和62年4⽉16⽇
職員数 188名（令和6年9⽉1⽇現在）
病床数 医療療養型病床 89床／回復期リハビリテーション病棟 22床/介護医療院 38床 （合計 １49床）

施設基準
（基本診療料）

療養病棟⼊院料１／回復期リハビリテーション⼊院料4／療養病棟療養環境加算１／診療録管理体制加算２／データ提出加算１
／⼊退院⽀援加算2／認知ケア加算3/感染対策向上加算３

施設基準
（特掲診療料）

特定疾患療養管理料／特定薬剤治療管理料／がん性疼痛緩和指導管理料／在宅⾃⼰注射指導管理料／⾎糖⾃⼰測定器加算／脳⾎
管疾患等リハビリテーション料Ⅰ／廃⽤症候群リハビリテーション料Ⅰ／運動器リハビリテーション料Ⅰ

⾷事 ⼊院時⽣活療養Ⅰ／⼊院時⾷事療養Ⅰ／特別⾷加算／⾷堂加算（回復期）

医 療 法 ⼈  祐 ⾥ 会

概要

姉 川 病 院
病 院 案 内
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医療療養型病床 89床
療養病棟は、急性期⼀般病棟などで治療を受けた後、引き続き医療提供の必要性が⾼く、病院での療養が
継続的に必要な患者さまを対象にご利⽤いただく病棟です。
療養病棟は、厚⽣労働省が作成した、病態・処置の状態ランクと介護を要する状態ランクの組み ​合わせによって
⼊院料が分類され、当院では医療区分2および3に該当する患者さまが主に⼊院されており、安⼼した⼊院⽣活
が送れる​よう職員全員でサポートを⾏っています。

病棟のご案内

地域に根差した優しい病院づくりをめざします
当院は、諫早の中央に位置し、地域に根差した医療・介護の提供に努めてまいりました。
近年の医療福祉環境の変化である地域包括ケアシステム構築は、安定した在宅療養⽣活を持続させるための受け⽫作りであり、地
域共⽣社会を創っていくまちづくりでもあります。
そこで私たちは、地域のニーズに応えるべく、医療・福祉を総合的に提供できる地域多機能型病院の展開を⽬標に取り組んでまい
りたいと考えます。
「医療機能」「介護機能」「⽣活施設」を兼ね備えた介護医療院を整備し、利⽤者の尊厳を最期まで保障し、状態に応じた⾃⽴⽀
援を常に念頭に置き、⻑期療養・⽣活施設の提供を⾏うことで、地域に貢献し、地域に開かれた交流施設として位置付けて⾏きた
いと考えます。
また、急性期治療後の患者さんに対し、診療科にとらわれない幅広い知識とリハビリテーション・看護・介護・栄養など、職種横
断的な総合診療医としての知識を⽤いて、患者さんが持つ複数の疾患、社会的背景、⽣活⾯などを考慮し、「全⼈的な治療」を⾏
います。
併設している居宅介護⽀援事業所や通所リハビリテーションと連携して幅広く地域のニーズに対応できる体制を整えています。

理事⻑ 姉川 和⽣

回復期リハビリテーション病棟 22床
回復期リハビリテーション病棟は、脳⾎管障害や⾻折の⼿術などのため急性期で治療を受けた発症後
早期の患者さまを対象とし、機能回復や⽇常⽣活動作能⼒の向上などリハビリ治療を中⼼とした医療を
提供する病棟です。
住み慣れた在宅⽣活への復帰や社会参加を⽬指すため、患者さまの状態にあわせた⽬標の設定、
リハビリ計画、定期的な評価などを⾏い、患者さまやご家族の希望も取り⼊れながら、
リハビリテーション科医師、看護師、介護⼠、理学療法⼠、作業療法⼠、⾔語聴覚⼠、
医療ソーシャルワーカーなどの各専⾨職がチーム⼀丸となって、退院に向けたサポートを⾏っています。
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介護医療院 ３８床（内個室5床）

⻑期的な医療・介護のニーズを併せ持つ要介護者に対して、「⽇常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」
等の医療機能と、「⽣活施設」としての機能とを兼ね備えた新たな施設です。

以下のような状態の要介護⾼齢者が対象となります
Ø  ⻑期的な医療・介護の必要性がある⽅(要介護１〜５をお持ちの⽅）
Ø  急性期状態は改善したが、経過観察が必要な⽅
Ø  経管栄養や喀痰吸引などの⽇常的な医学管理が必要な⽅
Ø  他の介護施設での⽣活維持が困難な⽅
Ø  ご⾃宅での介護が困難になられた⽅

介護医療院

介護保険施設
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通所リハビリテーション

通所リハビリテーション（デイケア）とは、在宅で⽣活している⾼齢者が病院や診療所、⽼⼈保健施設などに通
い、⽇帰りでリハビリテーションや⼊浴・昼⾷などの⽇常⽣活上の⽀援を受ける介護保険サービスです。 通所
リハビリテーション（デイケア）には、理学療養⼠や作業療養⼠などのリハビリの専⾨職による充実したリハビ
リテーションを受けることができ、その他看護師や介護も在籍しており、多職種のスタッフが利⽤者をサポート
します。

在宅サービス

対象者 要⽀援１，２の⽅/要介護１〜５の⽅

営業⽇・ご利⽤時間 ⽉曜⽇〜⾦曜⽇/8：３０〜１６：００

休業⽇ ⼟曜・⽇曜・年末年始
利⽤定員 ４０名

ご相談窓⼝
電話番号：０９５７−２４−００３３（直通）
担当 井上

居宅介護⽀援事業所



5

⾯会時間：全⽇10時〜20時

診療科⽬ 内科／リハビリテーション科
診療時間 診療⽇：平⽇／9：00〜12：00、13：00〜17：00

休診⽇：⼟曜、⽇曜、祝⽇、年末年始（12/30〜1/3）

各種保険証類 各種健康保険証／限度額適⽤認定証／特定医療費（指定難病）受給者証／原爆⼿帳など各種公費助成を受ける場合
に必要な証明書など／介護保険被保険者証／障害者⼿帳など

⼊院申込書
(兼誓約書)

⼊院⼿続きの際、⼊院申込書を書いていただきます。内容をよくご確認いただき、患者様と保証⼈、連帯保証⼈の
連署・捺印のうえ、病院受付にご提出ください。また、保証⼈及び連帯保証⼈については、ご家族や⾝近なご親族
の中から⽀払能⼒のある⽅（⼊院中の費⽤について責任をもって負担できる⽅）をお選びください。なお、連帯保
証⼈は保証⼈以外の⽅をお願いしております。

退院証明書 ３ヶ⽉以内に他医療機関を退院されたことがある⽅は、退院時に退院証明書という書類が交付されますので、当院
⼊院時に病院受付までご提⽰ください。

その他 ⼊院における必要物品についての説明・同意書／寝具貸出伝票など

診療について

外来診療について

当院で可能な検査
⾎液検査／尿検査／糞便検査／インフルエンザ検査／ノロウイルス検査※／レントゲン／⼼電図
※ノロウイルス検査（ノロウイルス抗原定性）の保険適⽤には条件がありますのでご注意ください。

ごあんない
・診療は予約制ではありません。
・初めて受診される⽅は、保険証などをご提⽰ください。 ※ご提⽰がない場合は、⼀旦全額ご負担いただくことになります。
・再診の⽅は、毎⽉最初の受診⽇に保険証などをご持参ください。
・紹介状などをお持ちの場合は、病院受付へお渡しください。

ご提⽰いただくもの
各種健康保険証／限度額適⽤認定証／特定医療費（指定難病）受給者証／原爆⼿帳など各種公費助成を受ける場合に必要な証明書
など／介護保険被保険者証／障害者⼿帳／紹介状／お薬⼿帳など

予防接種や健康診断も⾏っております。詳しくはホームページをご覧ください。

⼊院⼿続き ※⼊院当⽇に受付にお持ちいただくもの

※各種保険証類は必ずお持ちください。お持ちのもの全てをご確認させていただきます。

⼊院⽣活に必要なもの
⼊院⽣活に必要なものについては、医療療養病棟と回復期リハビリテーション病棟で異なります。
詳細はホームページをご覧ください。また、他医療機関からの当院Drあての書類については、病
棟看護師へお渡しください。

⾯会について

⼊院のご案内 HOSPITALIZATION

※時間外の⾯会はできません。ただし、急⽤の場合は看護師にお申し出ください。
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●医療法⼈祐⾥会姉川病院 TEL:0957-24-3180
●医療法⼈祐⾥会あねがわ介護医療院 TEL:0957-24-3180
●居宅介護⽀援事業所
  「姉川病院ケアプランセンター」 TEL:0957-21-3101
●通所リハビリテーション
  「医療法⼈ 祐⾥会 姉川病院」 TEL:0957-24-0033

医療法⼈ 祐⾥会

駐⾞場のご案内

●当院へお⾞でお越しの⽅は、来院者⽤駐⾞場をご利⽤ください。
●歩⾏が困難な⽅や介護が必要な⽅などがいらっしゃる場合には、病院⽞関前に２台駐⾞スペースを設けておりますのでご利⽤ください。

姉川病院
〒854-0031 ⻑崎県諫早市⼩野島町2378番地2

TEL.0957-24-3180 FAX.0957-24-3991

https://anegawa-hp.jp/

連絡先⼀覧


